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表紙

第18回定時株主総会の招集に際しての
電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

● 計算書類
「連結注記表」
「個別注記表」

　

第18期
（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

株式会社ＧＥＮＯＶＡ

上記事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、書面交
付請求をいただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書
面）への記載を省略しておりません。なお、本株主総会におきましては、書面
交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子提供措置事項から上記事項を
除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。
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連結注記表、個別注記表

連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 ３社
・連結子会社の名称 智樹(大連)技術開発有限公司

株式会社GENOVAマーケティング
株式会社GENOVA DESiGN

② 非連結子会社の状況
　該当事項はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項
　該当事項はありません。

(3) 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する注記
① 連結の範囲の変更

　該当事項はありません。
② 持分法の適用の範囲の変更

　該当事項はありません。

(4) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、智樹(大連)技術開発有限公司の決算日は12月31日であり、連結計算書類の作成にあ
たっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調
整を行っております。その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(5) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. その他有価証券
・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

ロ. 棚卸資産
・商品　　　　　　　　先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。
・仕掛品　　　　　　　個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）を採

用しております。
② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

－ 1 －
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建物及び構築物 ５年～15年
工具、器具及び備品 ２年～15年
車両運搬具 ２年～４年

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物及び構築物については定
額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア 自社利用のものは社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。
・その他の無形固定資産 定額法を採用しております。

ハ. リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用してお
ります。

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度の
負担額を計上しております。

－ 2 －
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連結注記表、個別注記表

④ 重要な収益及び費用の計上基準
　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及
び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

イ.商品の販売 商品の販売には、医療記事の制作や自動精算機等の販売が含まれます。
原則として商品の引渡時点にて顧客が当該商品に対する支配を獲得する
ことにより、履行義務が充足されると判断し、通常は引渡時点で収益を
認識しております。また、商品の販売から生じる収益について、取引価
格は顧客との契約に基づき算定しております。なお、取引の対価は、履
行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重要な金融要
素は含んでおりません。

ロ.サービスの提供 サービスの提供には、サーバーの運用・管理・保守サービスが含まれま
す。このようなサービスの提供については、履行義務が一定の期間にお
いて充足される場合には、履行義務が提供される期間にわたって収益を
認識しております。 取引価格は顧客との契約に基づき算定しておりま
す。また、サービスの提供に対する対価は、契約における履行義務を充
足するにつれて、受領しております。なお、取引の対価は、履行義務を
充足してから主として１年以内に受領しており、重要な金融要素は含ん
でおりません。

⑤ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ. 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資
産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及
び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部にお
ける為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

ロ. のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っておりま
す。

－ 3 －
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当連結会計年度
貸倒引当金（流動） △23,646
貸倒引当金（固定） －

２. 会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

3.　表示方法の変更に関する注記
該当事項はありません。

4. 会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当連結会計年度の連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度
の連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
（貸倒引当金）
(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　　（千円）

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
　貸倒引当金の算出方法は、「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等」の「(5)会
計方針に関する事項」「③重要な引当金の計上基準」に記載しております。
② 主要な仮定
　一般債権については貸倒実績率により貸倒引当金を計上しており、貸倒実績率は売掛金の経過月数と過去
の貸倒実績をもとに計算しております。これは、将来の貸倒損失は過去の貸倒実績に近似するという仮定に
基づいております。
　貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　経済環境や取引先の経営環境の急激な悪化などに起因し、貸倒実績率を超える債権の貸し倒れや回収遅延
が生じた場合、翌連結会計年度の貸倒引当金の計上金額に影響を及ぼす可能性があります。

－ 4 －
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当座貸越限度額 600,000千円
借入実行残高 －千円

差引額 600,000千円

普通株式 17,598,100株

普通株式 246,000株

5. 連結貸借対照表に関する注記
(1) 当座貸越契約
　当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。こ
れらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

6. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数

7. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針
　当社グループは、事業を行うための資金計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しておりま
す。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達して
おります。デリバティブ取引は行わない方針であります。

②金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。当該リスク
に関しては、相手先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延債権について定期的な報告を
求め、回収懸念の早期把握によりリスク軽減を図っております。敷金は、主に事務所の賃貸借契約に伴う
ものであり、預託先の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金、未払金は、ほとんど１年
以内の支払期日であります。短期借入金、長期借入金及びリース債務は、運転資金及び設備投資に必要な
資金調達を目的としたものであります。そのうち一部は資金調達に係る金利リスク及び流動性リスクに晒
されております。

③金融商品に係るリスク管理体制
イ 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

　当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権について、財務経理部が主要な取引先の状況を定期
的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回

－ 5 －
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連結貸借対照表計上額 時価 差額
（1）敷金 192,337 192,580 242
資産計 192,337 192,580 242
（2）長期借入金 26,069 27,948 1,879
負債計 26,069 27,948 1,879

区分 当連結会計年度（千円）
非上場株式 692

収懸念の早期把握や軽減を図っております。当期の連結貸借対照表日現在における最大信用リスク額
は、信用リスクに晒される金融資産の連結貸借対照表価額により表されています。

ロ 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
　当社グループは、借入金利の変動リスクについて、定期的に市場金利の状況、金融情勢及び借入金残
高を勘案することにより管理しております。

ハ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
　当社グループは、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するととも
に、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することもあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

(*1)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払消費税等」「未払法人税等」に
ついては、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることか
ら、記載を省略しております。

(*2)市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

(*3)長期借入金は、１年以内に期限の到来する金額を含めております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項
金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

－ 6 －
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区 分
時 価

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

敷 金 －千円 192,580千円 －千円 192,580千円

資 産 計 － 192,580 － 192,580

長 期 借 入 金 － 27,948 － 27,948

負 債 計 － 27,948 － 27,948

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

該当事項はありません。

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
敷金
　敷金の時価については、返還時期を見積もったうえ、将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引
いた現在価値により算出しており、レベル２の時価に分類しております。
長期借入金
　長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利が反映されるため、時価は帳簿価額と近
似していることから、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しております。また、固定金利
によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値によ
り算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお、連結貸借対照表に計上しております短期借
入金のうち、１年以内返済予定の長期借入金に該当するものは、当該項目に含めて記載しております。

－ 7 －
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報告セグメント
その他
（注） 合計メディカルプ

ラットフォー
ム事業

スマートクリ
ニック事業 計

一時点で移転され
る財 3,986,446 1,567,350 5,553,796 212,001 5,765,798

一定の期間にわた
り移転される財 96,313 331,440 427,754 319,914 747,668

顧客との契約から
生じる収益 4,082,759 1,898,790 5,981,550 531,915 6,513,466

その他の収益 － － － － －
外部顧客への
売上高 4,082,759 1,898,790 5,981,550 531,915 6,513,466

当連結会計年度
契約負債（期首残高） 281,336
契約負債（期末残高） 249,119

8. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

（注）　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、WEB制作・保守事
業、コンサルティング事業等を含んでおります。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注
記等(5)会計方針に関する事項④重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約負債の残高

　　（千円）

　契約負債は、主にメディカルプラットフォーム事業およびスマートクリニック事業、その他のWEB制
作・保守事業に係る顧客からの前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩され
ます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、255,200千円で
あります。
②残存履行義務に配分した取引金額
　当社グループでは、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適
用し、残存履行義務に配分した取引価格に関する記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる

－ 8 －
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(1) １株当たり純資産額 229円47銭
(2) １株当たり当期純利益 76円61銭

新株予約権の募集の目的及び理由

当社の中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあた
り、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに
高めることを目的として、当社の従業員に対して、有償にて新
株予約権を発行するものであります。

新株予約権の割当日 2023年５月19日
新株予約権の数（個） 2,049個
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数 204,900株
新株予約権の発行価額（円） １個当たり1,400円
新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり1,251円
新株予約権の行使期間 2025年７月１日から2031年５月18日まで

新株予約権の行使により新株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加
する資本金の額は、会社計算規則第17 条第１項に従い算出さ
れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果
１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものと
する。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加
する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額か
ら、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件 （注）

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決
議による承認を要するものとする。

新株予約権の割当対象者 当社従業員　　９名　2,049個

対価の中に取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

9. １株当たり情報に関する注記

当社は、2022年８月19日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。期首に当該株式
の分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。

10. 重要な後発事象に関する注記
　第７回新株予約権（有償ストック・オプション）の発行
　当社は、2023年５月１日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づ
き、当社の従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
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新株予約権の募集の目的及び理由

当社の従業員が株価上昇によるメリットのみならず株価下落に
よるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業
績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高めるこ
とを目的として、当社の従業員に対して新株予約権を発行する
ものであります。

新株予約権の割当日 2023年５月19日
新株予約権の数（個） 1,890個
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数 189,000株

（注）１．新株予約権者は、2025年３月期、2026年３月期及び2027年３月期の３事業年度における当社の
連結損益計算書に記載された連結売上高が、次の各号に掲げる条件（以下、「行使条件」とい
う。）を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合（以下、
「行使可能割合」という。）を限度として本新株予約権を行使できる。なお、当該行使可能割合の
結果、行使可能となる本新株予約権に1個未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとす
る。

(a) 発行会社の連結売上高が11,000百万円を超過した場合：行使可能割合 ３分の１
(b) 発行会社の連結売上高が11,500百万円を超過した場合：行使可能割合 ３分の２
(c) 発行会社の連結売上高が12,000百万円を超過した場合：行使可能割合 ３分の３

なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影
響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うこ
とが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響
を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。

２．新株予約権者は、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査
役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由
があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

３．新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
４．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過

することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
５．各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

　第８回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）の発行
　当社は、2023年５月１日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づ
き、当社の従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
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新株予約権の発行価額

本新株予約権の発行価額は、本新株予約権の割当日においてブ
ラック･ショールズ･モデルにより算定される公正な評価額とす
る。ただし、当社は、本新株予約権の割当てを受ける者に対
し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給
することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払
込債務とを相殺する。

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり1円
新株予約権の行使期間 2024年５月20日から2029年５月19日

新株予約権の行使により新株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加
する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出され
る資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１
円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす
る。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加
する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額か
ら、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件 （注）

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決
議による承認を要するものとする。

新株予約権の割当対象者 当社従業員　９名　1,890個
（注）１．新株予約権者は、次の各号に掲げる条件（以下、「行使条件」という。）を満たしている場合割当

てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）を限度
として本新株予約権を行使できる。なお、当該行使可能割合の結果、行使可能となる本新株予約権
に1個未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。

(a) 割当日後１年を経過した日を超えた場合：行使可能割合 ４分の１
(b) 割当日後２年を経過した日を超えた場合：行使可能割合 ４分の２
(c) 割当日後３年を経過した日を超えた場合：行使可能割合 ４分の３
(d) 割当日後４年を経過した日を超えた場合：行使可能割合 ４分の４

２．新株予約権者は、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社又は当社関係会社の取締役、監査役
または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由が
あると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

３．新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
４．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過

することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
５．各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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11. その他の注記
　該当事項はありません。

建物及び構築物 ５年～15年
工具、器具及び備品 ２年～15年
車両運搬具 ２年～４年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
③ 棚卸資産

・商品 先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により
算定）を採用しております。

・仕掛品 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により算
定）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建
物及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア 自社利用のものは社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。
・その他の無形固定資産 定額法によっております。

③ リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっ
ております。

－ 12 －



2023/05/26 11:54:00 / 23993731_株式会社ＧＥＮＯＶＡ_招集通知

連結注記表、個別注記表

(3) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額
を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準
　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①商品の販売
　商品の販売には、医療記事の制作や自動精算機等の販売が含まれます。原則として商品の引渡時点にて顧
客が当該商品に対する支配を獲得することにより、履行義務が充足されると判断し、通常は引渡時点で収益
を認識しております。また、商品の販売から生じる収益について、取引価格は顧客との契約に基づき算定し
ております。なお、取引の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重要な金融
要素は含んでおりません。
②サービスの提供
　サービスの提供には、サーバーの運用・管理・保守サービスが含まれます。
このようなサービスの提供については、履行義務が一定の期間において充足される場合には、履行義務
が提供される期間にわたって収益を認識しております。取引価格は顧客との契約に基づき算定しておりま
す。また、サービスの提供に対する対価は、契約における履行義務を充足するにつれて、受領しておりま
す。なお、取引の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重要な金融要素は含
んでおりません。

(5)その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。

－ 13 －



2023/05/26 11:54:00 / 23993731_株式会社ＧＥＮＯＶＡ_招集通知

連結注記表、個別注記表

当事業年度
貸倒引当金（流動） △23,646
貸倒引当金（固定） －

２. 会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

３. 表示方法の変更に関する注記
該当事項はありません。

４. 会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当事業年度の計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度の計算書類に重
要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
（貸倒引当金）
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

　　（千円）

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
　貸倒引当金の算出方法は、「個別注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「（3）引当金の
計上基準」の「① 貸倒引当金」に記載しております。
② 主要な仮定
　一般債権については貸倒実績率により貸倒引当金を計上しており、貸倒実績率は売掛金の経過月数と過去の
貸倒実績をもとに計算しております。これは、将来の貸倒損失は過去の貸倒実績に近似するという仮定に基づ
いております。
　貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
③翌事業年度の計算書類に与える影響
　経済環境や取引先の経営環境の急激な悪化などに起因し、貸倒実績率を超える債権の貸し倒れや回収遅延が
生じた場合、翌事業年度の貸倒引当金の計上金額に影響を及ぼす可能性があります。
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当座貸越限度額 600,000千円
借入実行残高 －千円

差引額 600,000千円

① 短期金銭債権 3,991千円
② 短期金銭債務 68,227千円

関係会社との取引高
営業取引による取引高 469,211千円
営業取引以外の取引高 8,297千円

５. 貸借対照表に関する注記
(1) 当座貸越契約
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契
約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

６. 損益計算書に関する注記
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繰延税金資産
貸倒引当金 7,240千円
賞与引当金 12,248千円
未払金 12,211千円
未払事業所税 1,088千円
未払事業税 22,407千円
減価償却費超過額 8,197千円
敷金 10,386千円
その他 5,063千円

繰延税金資産　　小計 78,844千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △12,943千円
評価性引当額　　小計 △12,943千円
繰延税金資産合計 65,900千円
繰延税金資産の純額 65,900千円

(1) １株当たり純資産額 225円51銭
(2) １株当たり当期純利益 75円52銭

7. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

8. 関連当事者との取引に関する注記
(1) 子会社及び関連会社等

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(2) 役員及び個人主要株主等
重要性が乏しいため記載を省略しております。

9. 収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「個別注記表（重要な会計方針
に係る事項に関する注記）」の「（4）収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記
を省略しております。

10. １株当たり情報に関する注記

　当社は、2022年８月19日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。期首に当該株
式の分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。
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11. 重要な後発事象に関する注記
　連結注記表「重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

12. その他の注記
　該当事項はありません。
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